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一 

 



 

一
の
1
に
つ
い
て 

中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
「
中
国
」
と
い
う
。
）
の
べ
チ
ュ
ー
ン
医
科
大
学
に
対
す
る
無
償
資
金
協
力
で
あ
る
ベ
チ
ュ
ー

ン
医
科
大
学
機
材
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
十
月
に
、
中
国
対
外
経
済
貿
易
部
（
現
在
の
対
外
貿
易
経
済
合
作

部
）
か
ら
我
が
国
政
府
に
対
し
、
正
式
な
要
請
が
あ
っ
た
。 

無
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
「
外
交
政
策
上
の
経
済
協
力
に
関
す
る
こ
と
」
（
外
務
省
設
置
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
第
三
十
一
号
）
を
所
掌
事
務
と
す
る
外
務
省
が
所
掌
し
て
お
り
、
同
省

に
お
い
て
は
、
「
経
済
協
力
に
関
す
る
協
定
に
関
す
る
こ
と
」
（
外
務
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
八
十
五

号
）
第
十
二
条
第
一
号
）
を
所
掌
事
務
と
す
る
経
済
協
力
局
が
所
掌
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
に
お
い
て
は
、
行
政
組
織
に

関
す
る
中
国
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
対
外
経
済
貿
易
部
国
際
連
絡
司
（
現
在
の
対
外
貿
易
経
済
合
作
部
国
際
経
貿
関
係
司
） 

が
、
我
が
国
か
ら
の
無
償
資
金
協
力
を
含
む
二
国
間
無
償
援
助
の
受
入
れ
に
関
す
る
政
策
に
つ
い
て
所
掌
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
点
は
、
御
指
摘
の
無
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。 

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

衆
議
院
議
員
中
村
鋭
一
君
提
出
中
華
人
民
共
和
国
ベ
チ
ュ
ー
ン
医
科
大
学
病
院
に
対
す
る
政
府
開
発
援
助
に
関 

三 

 



 

一
の
5
及
び
6
に
つ
い
て 

一
の
4
に
つ
い
て 

一
の
2
及
び
3
に
つ
い
て 

中
国
側
か
ら
の
正
式
な
要
請
を
受
け
、
国
際
協
力
事
業
団
が
、
外
務
省
の
指
示
に
基
づ
き
、
平
成
元
年
十
二
月
に
、
本
件

計
画
の
背
景
及
び
内
容
の
確
認
等
の
た
め
の
事
前
調
査
団
を
、
平
成
二
年
四
月
に
、
本
件
計
画
に
関
す
る
基
本
設
計
、
概
算

事
業
費
の
積
算
等
に
係
る
調
査
の
た
め
の
基
本
設
計
調
査
団
を
、
同
年
八
月
に
、
そ
の
基
本
設
計
調
査
を
踏
ま
え
て
作
成
さ

れ
た
計
画
案
の
概
要
を
説
明
し
、
中
国
側
関
係
機
関
と
の
間
で
同
案
の
内
容
に
つ
い
て
基
本
的
な
合
意
を
得
る
た
め
の
基
本

設
計
概
要
説
明
調
査
団
を
そ
れ
ぞ
れ
中
国
に
派
遣
し
、
必
要
な
協
議
及
び
調
査
を
行
っ
た
。 

各
調
査
団
の
日
程
並
び
に
団
員
及
び
面
談
者
の
氏
名
及
び
肩
書
に
つ
い
て
は
、
別
添
資
料
の
国
際
協
力
事
業
団
の
事
前
調

査
報
告
書
及
び
基
本
設
計
調
査
報
告
書
の
各
関
連
部
分
の
と
お
り
で
あ
る
。 

橋
本
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
、
御
指
摘
の
無
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
政
府
機
関
に
対
し
て
指
示
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
は
な

い
。 御

指
摘
の
無
償
資
金
協
力
に
係
る
中
国
側
か
ら
の
我
が
国
政
府
に
対
す
る
要
請
及
び
我
が
国
政
府
機
関
又
は
国
際
協
力
事 

四 

 



 

一
の
7
に
つ
い
て 

二
の
1
及
び
2
に
つ
い
て 

な
お
、
橋
本
内
閣
総
理
大
臣
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
自
由
民
主
党
幹
事
長
代
理
で
あ
っ
た
昭
和
六
十
三
年
八
月
に
中
国
を
訪

問
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
ベ
チ
ュ
ー
ン
医
科
大
学
を
訪
問
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
橋
本
内
閣
総
理
大
臣
の
記
憶
に
よ

れ
ば
、
右
訪
中
は
中
国
衛
生
部
の
招
待
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
際
、
ベ
チ
ュ
ー
ン
医
科

大
学
に
対
す
る
協
力
に
つ
い
て
意
見
交
換
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
無
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
の
指
示
に
基
づ
き
、
国
際
協
力
事
業
団
に
よ
る
基
本
設
計
調
査
が
実
施

さ
れ
、
外
務
省
は
、
同
調
査
に
よ
る
基
本
設
計
を
妥
当
と
判
断
し
、
平
成
二
年
十
一
月
、
外
務
大
臣
か
ら
、
同
基
本
設
計
に

基
づ
く
無
償
資
金
協
力
に
係
る
取
極
の
締
結
に
関
す
る
閣
議
請
議
が
行
わ
れ
、
内
閣
と
し
て
閣
議
決
定
を
行
っ
た
。 

我
が
国
の
無
償
資
金
協
力
に
係
る
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
被
援
助
国
政
府
が
一
般
競
争
入
札
方

式
に
よ
り
日
本
国
民
（
日
本
国
の
自
然
人
又
は
そ
の
支
配
す
る
日
本
国
の
法
人
を
い
う
。
）
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
し 

業
団
に
よ
る
交
渉
、
調
査
、
視
察
等
の
場
に
橋
本
内
閣
総
理
大
臣
が
出
席
し
た
事
実
は
な
い
。 

無
償
資
金
協
力
の
所
掌
に
つ
い
て
は
、
一
の
1
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

五 

 



 

二
の
5
に
つ
い
て 

二
の
3
及
び
4
に
つ
い
て 

て
い
る
。 

我
が
国
の
無
償
資
金
協
力
に
係
る
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入
に
つ
い
て
被
援
助
国
政
府
と
の
間
で
契
約
を
締
結
し
た
者
に

よ
り
調
達
さ
れ
る
個
々
の
生
産
物
及
び
役
務
の
名
称
、
価
格
及
び
調
達
先
に
つ
い
て
は
、
被
援
助
国
政
府
と
当
該
契
約
者
と

の
具
体
的
な
契
約
及
び
当
該
契
約
者
と
調
達
先
と
の
具
体
的
な
契
約
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
直
接
の
契
約
当
事
者
で
な
い

我
が
国
政
府
が
こ
れ
ら
を
公
表
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。 

中
国
政
府
か
ら
本
件
無
償
資
金
協
力
の
正
式
な
要
請
が
あ
っ
た
平
成
元
年
及
び
本
件
無
償
資
金
協
力
に
係
る
取
極
が
締
結

さ
れ
た
平
成
二
年
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
当
時
の
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
年
に
係
る
保
有
金
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
公
表
し
た
官
報
に 

は
、
橋
本

太
郎
衆
議
院
議
員
の
保
有
金
の
収
支
報
告
書
の
記
載
は
な
く
（
保
有
金
の
収
支
報
告
書
は
、
寄
附
を
受
け
た
年

に
お
い
て
、
そ
の
年
に
お
い
て
受
け
た
寄
附
に
係
る
金
銭
等
の
全
部
を
自
己
の
指
定
団
体
に
寄
附
し
た
場
合
に
は
、
提
出
の 

御
指
摘
の
無
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
も
、
一
般
競
争
入
札
を
経
て
、
伊
藤
忠
商
事
株
式
会
社
が
受
注
し
た
も
の
で
あ
る
。 

六 

 



 

三
の
1
に
つ
い
て 

義
務
は
な
い
。
）
、
当
時
の
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
議
員
の
指
定
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要

旨
（
平
成
二
年
九
月
十
四
日
付
け
官
報
及
び
平
成
三
年
九
月
六
日
付
け
官
報
）
に
も
御
指
摘
の
献
金
又
は
パ
ー
テ
ィ
ー
券
の

購
入
に
係
る
記
載
は
な
い
。 

ま
た
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
同
議
員
の
平
成
二
年
の
衆
議
院
議

員
総
選
挙
に
係
る
選
挙
運
動
費
用
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
平
成
二
年
五
月
二
十
九
日
付
け
岡
山
県
公
報
）
に
も
御
指
摘
の
献

金
又
は
パ
ー
テ
ィ
ー
券
の
購
入
に
係
る
記
載
は
な
い
。 

そ
の
後
、
平
成
二
年
（
千
九
百
九
十
年
）
一
月
に
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
、
中
国
情
勢
の
安
定
化
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、

同
月
十
六
日
に
来
日
し
た
鄒
家
華
国
務
委
員
が
、
当
時
の
海
部
内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
我
が
国
要
人
に
対
し
第
三
次
円
借
款
を

進
め
る
よ
う
要
請
し
、
同
月
十
八
日
に
は
、
平
成
二
年
度
の
新
規
の
案
件
に
関
す
る
意
見
交
換
を
行
う
べ
く
、
外
務
省
の
経

済
協
力
局
長
が
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
。
ま
た
、
中
国
側
が
改
革
、
開
放
政
策
を
継
続
す
る
姿
勢
を
示
し
、
経
済
面
に
お
い 

平
成
元
年
（
千
九
百
八
十
九
年
）
六
月
の
い
わ
ゆ
る
天
安
門
事
件
後
、
中
国
情
勢
の
流
動
化
、
渡
航
自
粛
勧
告
等
に
よ 

り
、
円
借
款
を
含
む
協
力
案
件
の
多
く
は
事
実
上
の
中
断
状
況
に
置
か
れ
た
。 

七 

 



 

三
の
2
に
つ
い
て 

て
、
対
外
関
係
の
改
善
の
た
め
の
努
力
を
示
す
動
き
を
見
せ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
経
済
企
画
庁
、
外
務
省
、
大
蔵
省
及
び

通
商
産
業
省
の
四
省
庁
が
協
議
の
上
、
同
年
七
月
の
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
・
サ
ミ
ッ
ト
の
際
に
、
海
部
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
、
第

三
次
円
借
款
を
徐
々
に
進
め
て
い
く
と
の
考
え
方
を
表
明
し
、
サ
ミ
ッ
ト
参
加
国
の
理
解
を
得
た
。 

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
同
年
七
月
三
十
日
か
ら
八
月
一
日
ま
で
の
間
、
中
国
に
政
府
調
査
団
を
派
遣
し
た
上
、
同
年
十

一
月
に
第
三
次
円
借
款
の
初
年
度
で
あ
る
平
成
二
年
度
第
一
回
分
の
供
与
に
係
る
取
極
を
中
国
政
府
と
締
結
す
る
こ
と
に
つ

き
閣
議
決
定
し
た
。
ま
た
、
海
部
内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
三
年
八
月
の
訪
中
の
際
に
、
中
国
の
改
革
、
開
放
政
策
に
基
づ

く
近
代
化
努
力
に
対
し
で
き
る
限
り
の
協
力
を
行
う
と
の
方
針
が
不
変
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。 

三
の
1
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
平
成
二
年
（
千
九
百
九
十
年
）
一
月
に
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
、
中
国
情
勢
の
安

定
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
同
月
に
鄒
家
華
国
務
委
員
が
来
日
し
、
外
務
省
の
経
済
協
力
局
長
も
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
こ

と
等
の
動
き
が
あ
り
、
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、
同
年
四
月
九
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
藤
田
高
敏
議
員
の

質
問
に
対
し
、
当
時
の
中
山
外
務
大
臣
が
「
現
在
、
九
〇
年
度
の
新
規
の
案
件
に
関
す
る
予
備
的
準
備
行
為
と
し
て
事
前
調

査
等
を
進
め
て
お
る
よ
う
な
段
階
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
先
般
も
経
済
協
力
局
長
を
北
京
に
派
遣
を
い
た
し
ま
し
て
、
事
務
的 

八 

 



 

三
の
3
に
つ
い
て 

な
調
査
も
始
め
て
お
る
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
日
も
早
く
日
中
間
の
健
全
な
関
係
が
回
復
す
る
こ
と
を
私

ど
も
も
期
待
を
い
た
し
て
お
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
発
言
し
た
後
、
当
時
の
橋
本
大
蔵
大
臣
が
「
第
三
次
円
借
款
の

中
に
お
い
て
、
幾
つ
か
の
条
件
は
あ
り
な
が
ら
、
日
本
と
し
て
考
え
て
も
い
い
時
期
に
参
っ
て
お
る
と
思
い
ま
す
。
」
と
発

言
し
て
い
る
。 

ま
た
、
橋
本
大
蔵
大
臣
は
、
同
年
五
月
三
日
、
ニ
ュ
ー
・
デ
リ
ー
に
お
け
る
第
二
十
三
回
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
年
次
総
会
で

の
総
務
演
説
に
お
い
て
、
「
な
お
、
我
々
の
友
人
で
あ
る
中
国
と
先
進
諸
国
と
の
経
済
協
力
関
係
が
、
現
在
、
か
つ
て
の
関

係
と
若
干
様
相
を
異
に
し
て
い
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
我
が
国
と
し
て
は
、
ア
ジ
ア
に
位
置
し
、
中
国
と
長
い

交
流
の
歴
史
を
持
つ
と
い
う
立
場
を
踏
ま
え
、
中
国
と
各
国
及
び
国
際
機
関
と
の
関
係
が
双
方
の
努
力
に
よ
り
速
や
か
に
旧

に
復
す
る
こ
と
を
強
く
希
望
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
発
言
し
て
い
る
。 

御
指
摘
の
円
借
款
に
つ
い
て
、
橋
本
大
蔵
大
臣
が
内
閣
総
理
大
臣
若
し
く
は
外
務
大
臣
と
の
協
議
又
は
閣
議
若
し
く
は
閣

僚
懇
談
会
に
お
い
て
発
言
し
た
と
い
う
記
録
や
橋
本
大
蔵
大
臣
が
事
務
当
局
へ
検
討
を
指
示
し
た
と
い
う
記
録
は
見
当
た
ら

な
い
。 

九 

 



 

四
の
2
に
つ
い
て 

四
の
1
に
つ
い
て 

(二) 

第
四
十
五
回
国
際
通
貨
基
金
、
国
際
復
興
開
発
銀
行
年
次
総
会
時
の
平
成
二
年
（
千
九
百
九
十
年
）
九
月
二
十
五
日
に

お
い
て
、
橋
本
大
蔵
大
臣
は
、
王
丙
乾
財
政
部
長
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
天
安
門
事
件
以
来
の
厳
し
い
環
境
の
中
で
第
三
次
円

借
款
に
つ
い
て
の
弾
力
的
な
対
応
を
求
め
る
旨
の
要
請
を
受
け
て
い
る
。 

(一) 

第
二
十
三
回
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
年
次
総
会
時
の
平
成
二
年
（
千
九
一
百
九
十
年
）
五
月
三
日
に
お
い
て
、
橋
本
大
蔵
大
臣

は
、
李
貴
鮮
中
国
人
民
銀
行
行
長
か
ら
、
国
際
復
興
開
発
銀
行
及
び
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
の
対
中
融
資
再
開
並
び
に
第
三
次

円
借
款
の
開
始
に
つ
い
て
日
本
の
理
解
を
求
め
る
旨
の
要
請
を
受
け
て
い
る
。 

な
お
、
御
指
摘
の
円
借
款
に
関
す
る
中
国
政
府
関
係
者
か
ら
当
時
の
橋
本
大
蔵
大
臣
に
対
す
る
非
公
式
要
請
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。 

円
借
款
の
正
式
要
請
に
つ
い
て
は
、
途
上
国
政
府
か
ら
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
在
外
公
館
等
我
が
国
政
府
に
対
し
て
公
式

文
書
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
大
蔵
大
臣
が
中
国
政
府
か
ら
正
式
要
請
を
受
け
る
立
場
に
は
な
い
。 

平
成
八
年
一
月
十
九
日
で
あ
る
。 

一
〇 

 



 

四
の
5
に
つ
い
て 

四
の
3
、
4
及
び
6
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
帰
化
許
可
申
請
事
件
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
の
問
題
も
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控

え
た
い
。 

出
入
（
帰
）
国
記
録
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
の
問
題
も
あ
っ
て
、
非
公
開
を
原
則
と
し
て
い
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え

た
い
。 

平
成
八
年
十
二
月
十
六
日
で
あ
る
。 

      

一
一 
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